
～経営者の皆様～

中小企業の経営者を狙い、売掛債権等を譲渡して

資金を調達する「ファクタリング」を装って、
貸金業登録のない業者が、債権を担保とした違法な

貸付けを行っている事案が確認されています。

被害が疑われる事例

○ 債権の買取代金が、債権額に比べて著しく低額であったり、

高額な手数料が差し引かれる

○ 契約書に「売買契約」であることが定められていない

○ 譲渡した債権の回収（集金）が売主（あなた）に委託されており、

回収することができなかった場合に、売主による債権の買戻しや

買主（買取業者）による償還請求が行われることになっている

あやしいと感じたら、裏面の相談窓口にご相談ください。

その資金調達
大丈夫ですか？



ご連絡・お問い合わせ先

金融庁
金融サービス利用者相談室
受付時間：平日１０：００～１７：００

■０５７０－０１６８１１

０３－５２５１－６８１１（IP電話からの場合）

日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター

■０５７０－０５１０５１

０３－５７３９－３８６１（IP電話からの場合）

警察
■＃９１１０

（各都道府県警察相談ダイヤル）

あやしい業者に関する相談窓口

各財務局の貸金業者に関するお問い合わせ先
北海道財務局 金融監督第３課

■０１１－７０９－２３１１(代)

関東財務局 金融監督第５課

■０４８－６００－１１５１

北陸財務局 金融監督第２課

■０７６－２９２－７８５４

中国財務局 金融監督第３課

■０８２－２２１－９２２１(代)

福岡財務支局 金融監督第３課

■０９２－４１１－５０８８

沖縄総合事務局 金融監督課

■０９８－８６６－００９５

東北財務局 金融監督第３課

■０２２－２６３－１１１１(代)

東海財務局 金融監督第４課

■０５２－９５１－２９９５

近畿財務局 金融監督第４課

■０６－６９４９－６５２０

四国財務局 金融監督第２課

■０８７－８１１－７７８０(代)

九州財務局 金融監督第３課

■０９６－２０６－９７６３

資金繰りに関する相談先

北海道経済産業局 中小企業課

■０１１ー７０９－１７８３

関東経済産業局 中小企業課／中小企業金融課

■０４８ー６００－０３２３／０４８－６００－０４２５

中部経済産業局 中小企業課

■０５２ー９５１－２７４８

中国経済産業局 中小企業課

■０８２ー２２４－５６６１

九州経済産業局 中小企業課

■０９２ー４８２－５４４７

東北経済産業局 中小企業課

■０２２ー２２１ー４９２２

近畿経済産業局 中小企業課

■０６ー６９６６－６０２３

四国経済産業局 中小企業課

■０８７ー８１１－８５２９

沖縄総合事務局 中小企業課

■０９８ー８６６－１７５５


